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産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第五部会 

 

１．事例の概要 

  初産婦。妊娠４０週１日に陣痛発来のため入院となった。陣痛発来から約

５時間５０分後、子宮口の開大が９ｃｍの時点で人工破膜が行われた。人工

破膜から約４０分後に子宮口は全開大となり、その３８分後に経腟分娩によ

り児が娩出された。羊水混濁は認められず、胎盤、臍帯に形態異常はなかっ

た。臍帯巻絡が頸部に１回認められた。分娩所要時間は、分娩第Ⅰ期１８時

間３０分、分娩第Ⅱ期３８分であった。 

  児の在胎週数は４０週２日で、体重は３３００ｇ台であった。アプガース

コアは、１分後、５分後ともに９点で、臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨが７．

３４、ＢＥが－１．８ｍｍｏｌ／Ｌであった。 

  生後約６時間からチアノーゼと呻吟が認められ、その後、救急車に当該分

娩機関の産科医が同乗し、新生児搬送となった。 

  ＮＩＣＵ入院時、体温は３７．７℃、心拍数は１９２回、呼吸は８０回、

血圧は５６／２９ｍｍＨｇで、呻吟、陥没呼吸が認められた。血液検査では、

白血球は１８７０／μＬ、ＣＲＰは０．２９ｍｇ／ｄＬ、血小板は１８．２

万／μＬで重症感染が疑われ、血液・咽頭・鼻腔・便培養検査の結果、Ｂ群

溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）が検出された。妊娠３５週の腟分泌物培養検査で

は、ＧＢＳは陰性であった。 
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  生後 1 日目、頭部超音波断層法で脳室周囲高輝度域（ＰＶＥ）Ⅰ°からⅡ°

の所見が認められた。ＣＲＰは生後３日目の１９．０８ｍｇ／ｄＬをピーク

に下降した。生後１２日目の頭部ＣＴ検査で、大脳の広範な障害を示唆する

所見が認められた。また、髄液検査で細菌性髄膜炎は否定された。生後 1 ヶ

月の頭部ＭＲＩ検査では大脳皮質の広範な神経細胞の変性が認められた。 

  本事例は、診療所における事例であり、産科医１名と看護師１名が関わっ

た。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

  本事例における脳性麻痺発症の原因は、ＧＢＳ感染により、敗血症性ショ

ックとなり、脳神経障害をきたしたものと推測される。感染時期については

早発型のＧＢＳ感染症であり、出生前の感染の可能性が高いことが示唆され

るが、特定することはできない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠時の管理は適確である。入院直後と午後３時３０分からのＣＴＧ所見

には胎児機能不全を疑わせるものがあり、連続的モニタリングをしなかった

ことは基準から逸脱している。午後７時、午後１０時３０分からのＣＴＧの

判読、およびその後の変動一過性徐脈の頻発に対し酸素投与を行ったことは

医学的妥当性がある。分娩進行を早める目的で人工破膜を行ったことは選択

肢としてあり得る。 

分娩直後の新生児管理とチアノーゼ、呻吟を認めたため酸素投与を行った

ことは一般的である。また、直ちに高次医療施設に搬送を依頼し、発症１時

間後には入院となったことは医学的妥当性がある。 
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４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）ＧＢＳ検査の検体採取方法について 

産婦人科ガイドライン２００８では、腟入口部の検体採取後、肛門内

あるいは肛門周辺部からも採取することが望ましいとされており、ガイ

ドラインに沿って行うことが推奨される。 

（２）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

 本事例では、ＣＴＧにおいて監視の強化が必要とされる所見がみられ

ているにもかかわらず、連続的モニタリングが行われなかった。今後、

妊娠・分娩管理を行うにあたり、胎児心拍数陣痛図の判読と対応を産婦

人科ガイドライン２０１１に沿って習熟することが望まれる。 

（３）分娩監視装置の記録方法 

分娩監視装置の記録が２ｃｍ／分で記録されているが、胎児心拍の異

常波形を判断するには、３ｃｍ／分が望ましいと考えられるため、施設

内で検討することが必要である。 

（４）診療録等の記載について 

 診察やＣＴＧ判読の所見、医師への報告の有無、新生児の呼吸数など

について、診療録の記載が不十分で医学的評価ができない部分があった。

行った診療行為や医師および看護スタッフが判断した内容などについて、

正確に記載することが必要である。 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

   特になし。 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

    ＧＢＳ検査について 
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ＧＢＳ保菌診断と対応について、産婦人科ガイドライン（２０１１） 

の啓発、普及に努力することが望まれる。また、ＧＢＳスクリーニング

法について、現在の方法や検査時期でよいか学会で再検討すること、妊

産婦が適切な時期に検査ができるよう、現在の妊婦健診における公費負

担の見直しに関しても学会の見解の統一に向けて検討することが望まれ

る。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


